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労働者派遣事業におけるマージン率等の情報提供（公開）について  

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項の

規定に基づき、労働者派遣事業に係るマージン率等の情報について、下記のとおり提供（公開）

いたします。 

記 

１．事 業 年 度  令和 4 年度（2022 年度） 

２．対 象 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

３．派遣労働者の数（令和 5 年 6 月 1 日現在） 6 人 

４．派遣先事業所の数（令和 5 年 6 月 1 日現在） 2 事業所 

５．労働者派遣に関する料金額の平均額（1 日 8 時間あたりの平均） 24,817 円 

６．派遣労働者に係る賃金額の平均額（1 日 8 時間あたりの平均） 15,345 円 

７．マージン率 38.2 ％ 
   （注）上記マージン率は、以下の算式により算出しています。 

また、算出したマージン率に小数点第 1位未満の端数が生じた場合には、小数点第 2位を四捨五入しています。 

      ＜算式＞ 

     5.労働者派遣に関する料金額の平均額 － 6.派遣労働者に係る賃金額の平均額 

5.労働者派遣に関する料金額の平均額 

８．派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

 ⑴ キャリア・コンサルティングの相談窓口及び連絡先 

   相談窓口 ： 総務部 総務部長  連絡先 ： ☎ 043-247-8274 

 ⑵ 訓練内容 

  訓練種別 対象者 訓練方法 
（OJT・OFF-JT） 

派遣労働者の 
費用負担 

賃金支給 
（有給・無給） 

 新入社員教育 新規派遣労働者 OＦＦ-JT なし 有給 

 初任研修（安全教育） 
1 年以上の雇用見込み 
である派遣労働者 OＦＦ-JT なし 有給 

 運転技能適性診断 
フルタイムで 1年以上の雇用 
見込みである派遣労働者 OＦＦ-JT なし 有給 

 省燃費運転講習 
フルタイムで２年以上の雇用 
見込みである派遣労働者 OＦＦ-JT なし 有給 

 リーダー育成（主任） 
フルタイムで３年以上の雇用 
見込みである派遣労働者 OＦＦ-JT なし 有給 

 

９．派遣労働者の待遇決定に係る労使協定を締結の可否に関する事項 

□ 労使協定を締結していない   ☑ 労使協定を締結している 
（協定労働者の範囲及び協定書の有効期間終期は以下のとおり） 

  ・協定労働者の範囲 ： 乗用自動車の運転業務に従事する者及び倉庫にて荷役作業に従事する者 

・協定書の有効期間終期 ： 令和 6年 3月 31日 

10．その他（労働者派遣事業の業務に関する参考事項） 

  弊社のマージン部分については、以下の費用等を含んだものとなります。 

  ・社会保険料、労働保険料の事業主負担分及び健康管理に関する費用（定期健康診断等） 

  ・派遣社員に係る有給休暇費用 

  ・教育訓練に関する費用及び就業に関する費用（事務管理費、通信費等） 

  ・営業利益  

× 100 


